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  令和２年11月27日 

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

静岡県規則第60号 

   静岡県肥料取締規則の一部を改正する規則 

 静岡県肥料取締規則（平成６年静岡県規則第28号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   静岡県肥料取締規則 

  

（趣旨） 

第１条 この規則は、肥料取締法（昭和25年法

律第127号。以下「法」という｡)及び肥料取締

法施行令（昭和25年政令第198号。以下「令」

という｡)の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（肥料の生産数量等の報告） 

第４条 法第４条第１項第７号若しくは同条第

２項の規定により知事の登録を受けた普通肥

料又は法第16条の２第１項若しくは第２項の

規定による知事への届出に係る指定配合肥料

の生産業者は、毎年１月末日までに、当該普

通肥料又は当該指定配合肥料ごとの銘柄別に

前年における生産数量及び販売数量を知事に

報告しなければならない。 

２ （略） 

様式第１号 （略） 

登 録 証 

 （略） 

肥料取締法第７条の規定により上記のと

おり登録したことを証する。 

 

 （略） 

様式第２号 （略） 

事 故 肥 料 譲 渡 許 可 証 

 （略） 

   肥料の品質の確保等に関する法律施行細

則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、肥料の品質の確保等に関

する法律（昭和25年法律第127号。以下「法」

という｡)及び肥料の品質の確保等に関する法

律施行令（昭和25年政令第198号。以下「令」

という｡)の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（肥料の生産数量等の報告） 

第４条 法第４条第１項第７号若しくは同条第

３項の規定により知事の登録を受けた普通肥

料又は法第16条の２第１項若しくは第２項の

規定による知事への届出に係る指定混合肥料

の生産業者は、毎年１月末日までに、当該普

通肥料又は当該指定混合肥料ごとの銘柄別に

前年における生産数量及び販売数量を知事に

報告しなければならない。 

２ （略） 

様式第１号 （略） 

登 録 証 

 （略） 

肥料の品質の確保等に関する法律第７条

の規定により上記のとおり登録したことを

証する。 

 （略） 

様式第２号 （略） 

事 故 肥 料 譲 渡 許 可 証 

 （略） 



譲渡許可条件 肥料取締法施行令第５

条の事故肥料成分票を事

故肥料の容器又は包装の

外部に添付すること。 

 

 

 肥料取締法第19条第２項の規定により上

記のとおり事故肥料の譲渡を許可する。 

 

 （略） 
 

譲渡許可条件 肥料の品質の確保等に

関する法律施行令第５

条の事故肥料成分票を

事故肥料の容器又は包

装の外部に添付するこ

と。 

 肥料の品質の確保等に関する法律第19条

第２項の規定により上記のとおり事故肥料

の譲渡を許可する。 

 （略） 
 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。  

   附 則  

１ この規則は、肥料取締法の一部を改正する法律（令和元年法律第62号）の施行の日（令和２年12月１

日）から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の静岡県肥料取締規則の規定及び様式により交付されている登録証等

は、改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行細則の相当する規定及び様式により交付された登録証

等とみなす。 


